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（参考）海外CCS推進に向けた主な課題
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• 各国共通のクレジット制度等による、経済性、およびNDC算入制度の確保

• CO2越境実現に向けた、各国の法規制等（ロンドン議定書対応を含む）のハー
モナイゼーション

• 貯留後のCO2の長期責任の考え方

• 本邦企業の海外CCS事業に対する国の支援制度の在り方

• 国外における社会受容性の醸成

第4回CCS事業コスト・実施スキーム検討WG
（2022年11月22日）
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二酸化炭素の輸出について ー ①背景

⚫ CCS事業の根幹となる二酸化炭素の貯留事業場の容量の目安については、現
状において、2050年で1.2～2.4億トンを想定。

⚫これは近年の我が国の二酸化炭素排出量からみて、1～2割を占めており、一
貯留場当たりの年間貯留量を50万トンとして設定しても、240～480か所の
開発が必要となり、非常に大きな規模となる。

⚫限られた期間内において、二酸化炭素の貯留場を確保していく観点からは、
海外の優良な地下構造の権益を確保することが合理的ではないか。
海外でも、ロンドン条約96年議定書の改定が2009年に提案され、2019年からノルウェーが暫定
適用を宣言し、これが認められたため、近年改定の暫定適用を宣言する国が増加している。

⚫その際、ロンドン条約96年ロンドン議定書との整合性が課題になる（輸出先
国において、ロンドン議定書が求める水準の国内措置を求めることが必
要。）。一方、輸出先国における住民理解を得る観点から、海域だけでなく、
陸域においても同様の措置を取るべきではないか。

⚫また、海外の事例では、二酸化炭素の輸出に関係して、輸出国・輸入国を通
じて、国際責任が発生しないように確認する例があるほか、本邦企業からは、
二酸化炭素が漏洩がした場合に、輸出元の企業のリスクを受けないようにす
べきとの考え方が示されている。これらの点を踏まえるべきではないか。
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○ 第４回ロンドン議定書締約国会議（2009年）

‒ 海底下地層への処分目的のCO2の例外的輸出を可能とするための議定書第6条の
改正案の採択。現時点では未発効（発効には締約国の3分の2の受諾が必要）。

※ 2009年改正の承認文書を寄託した国は下記10カ国。

✓ ノルウェー（2011年7月）、英国（2011年11月）、オランダ（2014年11月）、
イラン（2016年11月）、フィンランド（2017年10月）、エストニア（2019年2月）、
スウェーデン（2020年11月）、デンマーク（2022年1月)、韓国（2022年4月）、
ベルギー（2022年９月） 。

○ 第14回ロンドン議定書締約国会議（2019年～）

‒ LP第6条改正の暫定的適用を可能とする決議が採択。LP第6条改正の暫定的適用
に関する宣言をIMO事務局に寄託すると、海域でのCCSのためのCO2輸出が可能に。

※2019年改正の暫定的適用の宣言を寄託した国は下記7か国。

✓ ノルウェー（2020年6月）、オランダ（2020年11月）、デンマーク(2022年1月）、
韓国（2022年4月）、英国（2022年９月）、ベルギー（2022年9月）、
スウェーデン（2022年９月）。

（参考）96年ロンドン議定書（LP） 第6条改正と暫定適用について
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二酸化炭素の輸出について ー 主な論点 ①許可の対象

⚫海外において地下に二酸化炭素を貯留する目的で二酸化炭素を輸出する場合
には、ロンドン条約上の義務を踏まえ、輸入国との合意に即した形で輸出が
行われるか、具体的に確認を経ることが必要であるため、国の許可に係らし
める必要があるのではないか。

⚫ ロンドン条約96年ロンドン議定書第6条第2項（2009年に改正されたもの）
〇96年ロンドン議定書においては、二酸化炭素の海底下への廃棄を目的と
する輸出は禁止されていたが、2009年に改定案が承認（ただし、現状で
は未発効。）。

〇二酸化炭素の輸出を行うためには、関係国の間で合意（agreement or 
arrangement）が必要となる。
①当事国間では、輸出入国間において、承認及び議定書及び他の適用される国際法規に
整合性を含む、責任の配分について規定が必要。

②非締約国との間では、議定書に定める水準と同等以上の規定を含めることが必要。

⚫また、二酸化炭素の輸入国の住民の理解を得るためには、海域だけでなく、
陸域に貯留する場合においても、我が国として輸出の適切性について監督す
る方が望ましいのではないか。この観点からは、陸域への圧入を行うことを
目的とする輸出についても、国の許可の対象とすべきではないか。
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二酸化炭素の輸出について ー 主な論点 ②輸出時の責任

⚫ 海外の事例では、輸出国側の責任を制限している例がある（ベルギーとデンマーク）。

⚫ また、ワーキングループにおいて、日本からの輸出の際に、日本企業側がリスクを負わない
ように確保する必要があるとの指摘を頂いている。

（出典）https://en.kefm.dk/Media/638000596525014193/Bilateral%20arrangement%20DK-BE.pdf

（事例）ベルギーとデンマークのMOU

This MoU does not create any rights and obligations under international law
and does not impose any financial obligations on the Participants.

Each Participant intends to conduct be cooperation under this MoU 
subject to all applicable laws and regulations.
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二酸化炭素の輸出について ー 主な論点 ③二酸化炭素の輸入について

⚫ 我が国の地下に二酸化炭素を貯留することを目的として、二酸化炭素が輸入される場
合、どのような枠組みで監督するべきか。

⚫ 少なくとも海域においては、ロンドン条約96年ロンドン議定書の下で、我が国と輸出国側
との協議と合意が想定されており、輸出国にはこの合意に基づいて、輸出の実施を担保
する義務がある。

⚫ このため、輸入国側から、この義務の履行について、適切に担保する観点から、我が国の
地下に貯留する場合においても、許可の対象とすべきではないか。

⚫ また、同じく陸域での貯留が行われる場合においても、同様に監督すべきではないか。


